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特集　まちづくり基本条例と市民自治推進委員会

第　

条 

私
た
ち
市
民
は
、
暮
ら
し
や
す
い

１０
地
域
社
会
を
築
く
た
め
に
、
居
住
地
、
関
心

又
は
目
的
を
共
に
す
る
こ
と
で
形
成
さ
れ
る

つ
な
が
り
、
組
織
等
（
以
下
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
」
と
い
う
。
）
を
そ
れ
ぞ
れ
の
自
由
意
思

に
基
づ
い
て
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

私
た
ち
市
民
は
、
地
域
社
会
の
担
い
手

で
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
役
割
を
尊
重
す
る

と
と
も
に
、
守
り
育
て
る
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
。

３　

市
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
自
主
性
及
び

自
立
性
を
尊
重
し
な
が
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

に
関
わ
る
施
策
を
推
進
し
、
必
要
に
応
じ
て

支
援
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
４
章
連
携
と
協
力

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

解　
　

説
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参
画
機
会
の
保
障

第
８
条 

市
は
、
市
民
参
画
に
よ
る
ま
ち
づ

く
り
を
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

市
は
、
市
民
参
画
の
仕
組
み
を
明
ら
か

に
し
、
市
民
が
参
画
し
や
す
い
環
境
を
整
備

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

解　
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市
民
投
票
制
度

第
９
条 

市
は
、
ま
ち
づ
く
り
に
関
わ
る
重

要
事
項
に
つ
い
て
、
直
接
、
市
民
の
意
思
を

確
認
す
る
た
め
、
市
民
投
票
制
度
を
設
け
る

こ
と
が
で
き
る
。

２　

市
民
投
票
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
案
に
応
じ
、
別
に
条
例

で
定
め
る
。

解　
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第　

条 

私
た
ち
市
民
は
、
福
祉
、
環
境
、

１１
経
済
、
観
光
、
教
育
、
文
化
、
学
術
、
芸
術
、

ス
ポ
ー
ツ
等
の
様
々
な
分
野
に
関
す
る
取
組

を
通
じ
て
、
市
外
の
人
々
と
連
携
・
協
力
す

る
と
と
も
に
、
市
外
の
人
々
の
意
見
や
提
言

等
を
ま
ち
づ
く
り
に
活
用
す
る
よ
う
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

市
外
の
人
々
と
の
連
携


